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子どもふれあいスクール
ガイドライン
8月19日改訂版

※ 8月19日に各学校に事務連絡として発出された
『新潟市立学校園「子どもたちの笑顔のために」(ガ
イドライン改訂版R2.5.25）の更新について』より、
「子どもふれあいスクール」に関する部分を抜粋し、
加筆したものです。
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２ 子どもふれあいスクール

（６／１９に 「ふれあいスクール事業再開に向けたガイドライン」を発出）

１ 再開時期について

・ ７／１以降、学校の状況に応じ、準備が整った ところから再開

する。 （夏季休業明けの再開も可）

２ 教育委員会との協議

・ 運営委員会（学校、運営委員長、ＰＴＡ、運営主任、地域教育推進
課など）で再開時期や活動内容などを検討し、再開前に保護者向
け文書を配付する。

・ 開始時期未定の学校は、開始日が決まったら地域教育推進課に
速やかに報告する。 （消耗品の準備のため）

※ 現時点で実施可否を検討中の学校については、地域教育推
進課に連絡の上、運営委員会を開催して方向性を決定する。
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２ 子どもふれあいスクール

３ 実施の際の留意点
○ ６／１９発出のガイドラインに則り対応するが、感染症

対策の実施について一部、下記のとおり変更する。

・ 机、椅子の消毒作業は基本的には不要とする。

・ 共用する遊具や用具、大勢がよく手を触れる箇所
（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、これまでと同様
に活動終了後に消毒を行う。

・ 児童には、「手洗いの大切さ」を十分に指導し、活動
前と活動後に石鹸を使った手洗いを徹底させる。
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２ 子どもふれあいスクール

４ 感染レベルを踏まえての対応
※ 今後、感染状況がレベル３及びレベル２に相当する状況となった場合には、

教育委員会より通知する。

○ 「感染レベル２」の状況
・ 「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」を

避ける。
・ 状況に応じ、実施回数や時間の変更などの対応を検討する。

（決定前に、地域教育推進課へ電話連絡をする）
上記の対応をとる場合、学校の管理職と相談の上、早めに保
護者に連絡する。

・ スタッフ及びボランティアは、同居する家族に風邪症状が見ら
れる場合、活動への参加を控える。
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２ 子どもふれあいスクール

４ 感染レベルを踏まえての対応

○ 「感染レベル３」の状況
・ ふれあいスクールは休止とし、保護者への連絡を早めに行う。

（その後の対応については、地域教育推進課と協議する）

5

NEW

２ 子どもふれあいスクール

５ 感染レベル
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ
ニュアル」文部科学省（2020年8月6日）より
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２ 子どもふれあいスクール
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